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は　じ　め　に

　本書は、会計事務所に入所した新人スタッフを応援するために作成さ
れた研修テキストです。

　ビジネスの世界においては、新人スタッフであってもお客様である顧
問先様からは、新人扱いをされることなく、いろいろな質問を受けること
になります。しかし経験がない新人スタッフには当然、答えることができ
ないというのが実情です。

　ですから、お客様からクレームを言われることなく仕事を進めていく
ためには、いち早く社会人としてのマナーを身につけ、そして１年間の会
計業務の流れを把握する必要がでてきます。

　そこで本書では、ビジネスマナーとして最低限知っておいてもらいたい
挨拶の仕方や名刺交換の仕方、電話応対についてのポイントを解説。会
計業務につきましては、例えば１月に行わなくてはならない法定調書の
作成や償却資産に関する申告書の作成など、各月に行う会計業務を実
際の申告書等を確認しながら業務の流れを覚えることができるようにテ
キストを構成いたしました。

　また、本書の特徴といたしまして、ワンランク上の研修テキストを提供
するためにプロのナーレションにより講義内容が録音されているため、と
ても聞きとりやすくなっています。

　本書が新人スタッフの皆様の日常業務を少しでもサポートすることが
できればこれに優る喜びはありません。
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会計事務所の年間スケジュール
仕事の概要、事務所運営について

月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

11月決算法人の
確定申告

12月決算法人の
確定申告

１月決算法人の
確定申告

２月決算法人の
確定申告

３月決算法人の
確定申告

４月決算法人の
確定申告

５月決算法人の
確定申告

６月決算法人の
確定申告

７月決算法人の
確定申告

８月決算法人の
確定申告　

９月決算法人の
確定申告

10月決算法人の
確定申告

５月決算法人の予定・
中間申告

６月決算法人の予定・
中間申告

７月決算法人の予定・
中間申告

８月決算法人の予定・
中間申告

９月決算法人の予定・
中間申告

10月決算法人の予定・
中間申告

11月決算法人の予定・
中間申告

12月決算法人の予定・
中間申告

１月決算法人の予定・
中間申告

２月決算法人の予定・
中間申告

３月決算法人の予定・
中間申告

４月決算法人の予定・
中間申告

法定調書・法定調書の
合計表作成提出
給与支払報告書の
作成提出
納期特例適用者の
源泉所得税支払
償却資産に関する申告

所得税の確定申告スタート
贈与税の申告スタート

所得税の確定申告期限
贈与税の申告期限

納期特例適用者の
源泉所得税支払
所得税の予定納税額の
減額申請
相続税の路線価発表

所得税の予定納税額の
減額申請

給与所得者の年末調整

個人住民税
特別徴収税額変更
労働保険の年度更新

被保険者報酬
月額算定基礎届
被保険者賞与支払届　　　　　

税　　　　　　　　　　　　　　　　　　務 労　　　　務
法人の確定申告 法人の中間申告 所得税・贈与税・地方税等 労務関係（参考）
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　会計事務所の顧問形態・月次訪問・月次処理

会計事務所とお客様との顧問契約は、次の作業のどこまでを会計事務所が行うかによって
顧問形態が変わってきます。

（イ）　顧問先の経理業務のレベルが高いので申告書の作成のみを行うという⑥だけの契
約

（ロ）　顧問先の方で月次試算表の作成まではできるけれど、決算・申告業務ができないの
で決算・申告業務を行うという⑤・⑥の契約

（ハ）　顧問先が会計ソフトによりデ－タ入力作業を行い会計事務所は、顧問先が作成した
月次試算表のチェツクをし、そして決算業務と申告業務を行うという④～⑥までの
契約

（ニ）　顧問先の方で帳簿作成まではできているのだけれども会計ソフトがないため、会計
事務所が毎月のデ－タの入力作業を行って試算表を作成し、そして決算業 務、申告
書作成業務まで行うという③～⑥までの契約

（ホ）　顧問先にまったく経理の知識がないため領収書等のすべての経理資料をお預かりし
て、帳簿を作成し月次試算表・決算業務・申告書作成業務までのすべてを行うという
①～⑥までの契約

　　　のおおまかに５タイプの顧問契約形態があります。

（１）顧問形態

①
　　
②

③　

④　

⑤

⑥

領 収 書 等 の 整 理
　 　
帳 簿 作 成

会計ソフトへのデータ入力
　
試 算 表 作 成

決 算 業 務

申 告 業 務
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これらの契約形態において、新人スタッフが一番多くの担当を持つことになるのが、「記帳
代行」といって「領収書等の整理からすべての業務を行う」顧問先となります。
ここで「記帳代行」について説明をいたしますと、記帳代行とは、顧問先から、領収証や普通
預金帳の写し、給与台帳などの経理資料を会計事務所が預かってきて、その資料を精査し
会計ソフトに入力を行うことによって月次試算表を作成して顧問先に提出することをいい
ます。
この記帳代行業務は、会計事務所の昔からの伝統的な業務であり、会計事務所の基幹業務
となっています。よって、新人スタッフは、この記帳代行を行うことによって、会計処理業務
の経験を積んでいくことになります。

（２）　記帳代行

①　資料の確認

この記帳代行業務を行うためには、顧問先から試算表を作成するために必要な領収証や
出納帳などの資料を入手しなくてはなりません。
そのために会計事務所は、毎月、顧問先に定期的に訪問して必要な資料の受け渡しを
行っています。この毎月、顧問先に訪問することを「月次訪問」と業界では言っています。
顧問契約にもよりますが、毎月１回、訪問します。

この「月次訪問」の仕事内容は、先程から何度もお話ししていますとおり、記帳代行に必要
な資料を入手するということが主な目的ではありますが、ただ単に資料を預かってくると
いうだけではなく、預かった資料をまず顧問先で確認をして不明瞭な箇所についてはそ
の場で解決することが必要です。

例えば、車を購入するための領収証があったり、通帳のお預り欄に銀行からの借入金の
記載などがあった場合には、その取引を補足する資料の提示をお願いします。つまり、車
の購入では、ディーラーが発行する「車両購入に関する請求書」、借入金については、「証
書貸付金返済予定表」などのことです。
これらの資料を現場で入手しておくことによって、事務所に戻ってからの会計処理がス
ムーズにできるようになります。

（３）　月次訪問
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②　試算表の説明

そして、資料の確認がひととおり終り、必要資料を預かりましたら、今度は、顧問先にお渡
しする試算表の説明を行います。
説明の仕方につきましては、専門用語を使用しないように心掛けてください。
また、財務の話につきましては、昨年度と比較しながら売上高や利益について説明すると
話しが比較的しやすくなります。
なお、出納帳まで出来上がっている顧問先に月次訪問をした場合には、現場で出納帳の
入金欄、出金襴を電卓でたたいて、概算の売上高と概算の経費を計算し、その月の損益
をその場で報告すると喜ばれたりします。

③　情報提供

試算表の説明の後には、タイムリーな情報を提供したり雑談をしたりして月次訪問は完
了することになります。

今度は、事務所に戻りましたら、再度、領収証等の資料を精査し、顧問先から預かった資料を
会計ソフトに入力をして月次試算表を完成させます。
これが月次訪問から月次処理までの一連の作業の流れとなります。

（4）　月次処理

①　会計ソフトの入力業務

まず新人スタッフは、会計事務所に入所いたしましたら、会計ソフトの入力作業が、一番
最初に与えられる仕事になります。

②　会計処理業務

この会計ソフトの操作方法をマスター致しましたら、今度は上司の補助について、記帳代
行の顧問先の会計処理業務の一連の流れを勉強していきます。

（5）　新人スタッフの仕事
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③　決算業務の補助

そして、記帳代行による会計処理業務を経験した後は、決算業務の補助を行うことによっ
て、一連の決算業務の流れを勉強しています。

④　法人税・消費税・所得税

決算業務を経験した後は、法人税・消費税・所得税の申告書作成業務や税務関連の仕事
の経験を積んでいきます。

⑤　顧問先の担当を持つ

以上の経験を積みましたら、いよいよ一人前として、顧問先の担当を持つことになりま
す。
最初のうちは、個人では、飲食業や美容院など小規模な事業所得者、小規模な不動産賃
貸業者。
法人では、赤字の会社など処理内容が簡単で問題がない顧問先の担当をもたされること
になります。
一応、担当ですので、会計業務、決算業務、申告業務など、顧問先からの相談などに一人
で対応しなくてはならないことになります。
始めのうちは緊張して大変かとは思いますが、上司や先輩に相談しながら対処して行け
ば大丈夫です。

３年もすれば立派な会計人となります。
頑張ってください。応援しております！！
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会計事務所の
年間スケジュール



1

January



１月の税務

（１）法定調書・法定調書の合計表の作成・提出

（2）給与支払報告書の作成・提出

（３）源泉所得税の納付

（４）償却資産税申告書の作成・提出

（５）１１月決算法人の確定申告

（６）５月決算法人の中間申告

1
月
の
税
務

法定調書とは、税務署が適正な課税を確保するために提出を義務づけている書類のこ
とで、１月３１日までに提出しなければならないことになっています。

年末調整と同様に住民税についても確定申告の手間を省くために給与を支払った事
業所等が従業員の居住する市区町村に「給与支払報告書」を提出することになってい
ます。
この「給与支払報告書」は、税務署に送付する源泉徴収票とほぼ同じ書式のものです
が、給与所得者のデーターを市区町村に報告するという意味合いから「給与支払報告
書」とよばれています。

源泉所得税は、原則として給与等の支払月の翌月１０日までに納付することになってい
ます。
しかし、給与等の支払を受ける人の人数が常時１０人未満である場合には、「源泉所得
税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署長に提出することによって７月
から１２月分の源泉所得税を翌年１月２０日までに納付することができるようになってい
ます。

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産のことで、
例えば、機械装置、パソコン、内装、内部造作などのことをいい毎年１月１日現在に所有
している償却資産について課税されることになっています。

法人は、個人と違って会計年度を自由に決めることができるため、会計事務所は、毎
月、法人税の確定申告書を作成することになります。
１月は、１１月決算法人の法人税の申告書を提出します。

前年度において、一定金額以上の法人税を支払っている法人は、予定申告又は中間申
告書を税務署に提出しなくてはなりません。
１月は、５月決算法人の中間申告書の提出期限となります。

関連帳票アリ– 19 –



法定調書・法定調書の合計表

●給与所得の源泉徴収票

●退職所得の源泉徴収票

00

00

00

00 00
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●報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

●不動産の使用料の支払調書

00

00
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●不動産等の譲受けの対価の支払調書

●不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

00

00

00

00
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0 0

●給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
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